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平成２８年６月三種町議会定例会会議録

平成２８年６月１０日三種町議会を三種町議会議場に招集した。

一、出席した議員は次のとおりである。

１番 大 澤 和 雄 ２番 宮 田 幹 保

３番 安 藤 賢 藏 ４番 三 浦 敦

６番 工 藤 秀 明 ７番 高 橋 満

８番 石 井 秀 基 ９番 鈴 木 一 幸

１０番 小 澤 高 道 １１番 成 田 光 一

１２番 加 藤 彦次郎 １３番 後 藤 栄美子

１４番 堺 谷 直 樹 １５番 伊 藤 千 作

１６番 平 賀 真 １７番 児 玉 信 長

１８番 金 子 芳 継

一、欠席した議員は、次のとおりである。

５番 清 水 欣 也

一、遅参した議員は、次のとおりである。

なし

一、早退した議員は、次のとおりである。

なし

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに

委任を受け出席した者は、次のとおりである。

町 長 三 浦 正 隆 副 町 長 髙 堂 弘 道

教 育 長 鎌 田 義 人 総 務 課 長 木 村 信 悦

企 画 政 策 課 長 相 原 信 孝 税 務 課 長 児 玉 直 久

町 民 生 活 課 長 川 村 義 之 福 祉 課 長 加 藤 正 美

健 康 推 進 課 長 青 山 勇 人 農 林 課 長 眞 川 信 一

商工観光交流課長 伊 藤 祐 光 建 設 課 長 高 橋 善 浩

上 下 水 道 課 長 近 藤 仁 琴丘総合支所長 高 橋 泉

山 本 総 合 支 所 長 山 田 幸 樹 会 計 課 長 岡 部 衛

教 育 次 長 畠 山 広 栄 代 表 監 査 委 員 門 間 芳 継

農業委員会事務局長 信 太 清 勝

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。

議 会 事 務 局 長 腰 丸 豊 議会事務局長補佐 平 澤 仁 美

議 会 事 務 局 主 査 池 内 和 人
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一、議事日程

平成２８年６月８日（水）

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議長の諸報告

日程第４ 町長の行政報告

日程第５ 請願・陳情等常任委員会付託

日程第６ 議案の上程 報告第２号～議案第９０号

（提案理由の説明・町長）

日程第７ 一般質問

平成２８年６月９日（木）

日程第７ 一般質問

平成２８年６月１０日（金）

日程第８ 報告第 ２号 平成２７年度三種町一般会計予算繰越明許費繰越計算

書の報告について

日程第９ 報告第 ３号 平成２７年度三種町公共下水道事業特別会計予算繰越

明許費繰越計算書の報告について

日程第１０ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（三種町町税条

例等の一部を改正する条例）

日程第１１ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（三種町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）

日程第１２ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度

三種町一般会計補正予算）

日程第１３ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度

三種町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算）

日程第１４ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度

三種町公共下水道事業特別会計補正予算）

日程第１５ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度

三種町農業集落排水事業特別会計補正予算）

日程第１６ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度

三種町介護保険事業勘定特別会計補正予算）

日程第１７ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度

三種町水道事業会計補正予算）

日程第１８ 議案第７７号 三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正について

日程第１９ 議案第７８号 三種町児童の保育園における保育の奨励に関する条例

の一部改正について
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日程第２０ 議案第７９号 三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する

条例の一部改正について

日程第２１ 議案第８０号 三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について

日程第２２ 議案第８１号 三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について

日程第２３ 議案第８２号 指定管理者の指定について（三種町八竜高齢者交流施

設）

日程第２４ 議案第８３号 平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会計への繰

入について

日程第２５ 議案第８４号 平成２８年度三種町一般会計予算の補正について

日程第２６ 議案第８５号 平成２８年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予

算の補正について

日程第２７ 議案第８６号 平成２８年度三種町公共下水道事業特別会計予算の補

正について

日程第２８ 議案第８７号 平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会計予算の

補正について

日程第２９ 議案第８８号 平成２８年度三種町衛生処理事業特別会計予算の補正

について

日程第３０ 議案第８９号 平成２８年度三種町水道事業会計予算の補正について

日程第３１ 議案第９０号 三種町教育委員会の委員の任命について

日程第３２ 請願・陳情委員長報告、審議処理

日程第３３ 選任第 １号 議会常任委員会委員の選任について

日程第３４ 選任第 ２号 議会運営委員会委員の選任について

日程第３５ 選任第 ３号 議会広報編集特別委員会委員の選任について

日程第３６ 決議第 １号 議会改革特別委員会設置に関する決議について

日程第３７ 選挙第 １号 能代山本広域市町村圏組合議会の議員の選挙について

日程第３８ 選挙第 ２号 能代市山本郡養護老人ホーム組合議会の議員の選挙に

ついて

（ 、日程第３９ 発議第 ２号 議員派遣の件について 県北地区町村議会議員研修会

町村議会広報研修会、町村議会議員研修会）

日程第４０ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件

日程第４１ 議会広報編集特別委員会の閉会中の継続調査の件

一、本日の会議に付した事件

日程第８から日程第４１まで

議長 金子芳継は、平成２８年６月１０日、出席議員が定足数に達したので、本会議を

開会する旨宣告した （午前９時５９分 開会）。
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議 長 （ 金子芳継 ）

おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１７名であり、定足数に達しております。

なお、清水欣也議員から欠席届が出されております。

お諮りいたします。

日程第８．報告第２号「平成２７年度三種町一般会計予算繰越明許費繰越

計算書の報告について」及び日程第９．報告第３号「平成２７年度三種町公

共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」は、いず

れも平成２７年度一般会計及び公共下水道事業特別会計に係る「予算繰越明

許費繰越計算書」の報告であるため、一括して審議したいと思います。 こ

れにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

。 、 。ご異議ないものと認めます よって 本件２件を一括して審議いたします

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

以上で、報告第２号及び報告第３号を終了いたします。

日程第１０．承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（三種町

町税条例等の一部を改正する条例 」を審議いたします。）

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

専決処分１ですか。今やっているのは何であったですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

承認第２号です。

１５番 （ 伊藤千作 ）

１号ね。はい。

２７ページの高齢者世帯等除排雪支援事業補助で９５０万円のマイナス、

減額ですけれども （ まだ」の声あり）まだいっていないですか。。「

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ありませんね。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。
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承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（三種町町税条例等の

一部を改正する条例 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第２号は承認することに決しま

した。

日程第１１．承認第３号「専決処分の承認を求めることについて（三種町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例 」を審議いたします。）

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

承認第３号「専決処分の承認を求めることについて（三種町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第３号は承認することに決しま

した。

日程第１２．承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（平成２

７年度三種町一般会計補正予算 」を審議いたします。）

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１５番。

１５番 （ 伊藤千作 ）

どうも先ほどは失礼しました。

２７ページです。高齢者世帯除排雪支援事業補助、減額の９５０万円。こ

れは雪が今回少なかったための減額だと思うんですけれども、今は６月です

から、この冬の除雪に向けて１つ提案なんですけれども、前にも私言いまし

たけれども、大館では去年というか今冬、ことしの冬の除排雪で町内会で雪

捨て場のないところの空き地を利用して、そこに排雪をするというふうなこ

と、そこの貸してくれたところには固定資産税を免除するというふうなこと

と、そして屋根の雪下ろしね。これも高齢世帯に対して、屋根の雪下ろしの

１回については補助をするというふうな、業者を頼んだ場合に補助をすると

いうふうなことがやられております。ちょうどこれからまだ雪降る間までか

なり期間ありますから、これを検討していい方向に持っていければいいなと

思っての提案でございますが、いかがでしょうか。
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議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

ただいまの伊藤議員のほうから大館市の施策の例を示されましたけれど

も、本町におきましても大館市のような豪雪地帯、豪雪といいますか大変雪

の深い地域というのは本町の中でも一部限られた地域になるだろうというふ

うに思っています。その屋根の雪下ろしにつきましては、従来からそういう

議論もございましたけれども、なかなか本町ではその適用するにつきまして

もいろいろよその豪雪地帯の市町村とちょっと例が違いまして、同じように

扱いをするというのはなかなか難しいような感じがします。この除排雪の時

間も、かつてもう少し時間が少なかったわけでございますけれども、雪が多

い地域ということに関しましても配慮しながら時間数を３０時間までふやし

たところでございます。屋根のほうの除排雪につきましては、先ほども申し

上げましたように本町においては、下岩川、上岩川地区が多分該当になるだ

ろうというふうに思いますけれども、この全体の公平感を損なわないように

何か検討したいというふうに考えています。

それから、雪捨て場のない町内会に、その用地を貸してくれた方に対する

固定資産税の減免ということでございますが、これは制度としては大変結構

な制度だろうというふうに思いますが、ただ本町においてそれほど雪捨て場

に困っているのかどうかという問題もございますので、あわせて検討してい

きたいというふうに考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに質疑ありますか。２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

、 、 、３１ページですけれども いわゆる可燃ごみ 不燃ごみの収集の件ですが

あれは年１回入札で契約して１年間やっていると思うんだけれども、１８７

万１，０００円、７７万４，０００円の減というのは、これごみが減って量

が、額が少なくなったという意味でもなかったですか。これちょっと説明し

てください。

議 長 （ 金子芳継 ）

町民生活課長。

町民生活 （ 川村義之 ）

課長 そうすれば、私のほうから説明いたします。

まず、今回の２６４万５，０００円の減額でございますけれども、いずれ

、 、 。ごみの関係については 収集関係については ５年契約をまず行っています

それで、２７年の６月３０日付でまずその５年間の期間が決めましたけれど

も、それで改めて入札を行った段階で、それで可燃ごみについても、例えば

一例を挙げますと琴丘地域の場合ですと、入札前ですと５４万３，６００円

でございましたけれども、入札した結果１４万４，０００円の減額というか

入札で差額が出まして、３９万９，６００円で入札を行ったということで、
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そういったものを含めてまず今回減額したという内容でございます。

あわせて、不燃ごみについても同じく入札した結果、それぞれの月額の単

価が下がりましたので、それで今回減額したという内容でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

契約が５年なわけですな。ということは、これいつ契約してこの減が出て

きたんですか。今、２８年度は何年目なの。

議 長 （ 金子芳継 ）

町民生活課長。

町民生活 （ 川村義之 ）

課長 そうすれば、私のほうからお答えいたします。

いずれ今回契約したのが、２７年の７月１日から３２年の６月３０日まで

の分として、２７年度中にまず契約したというものでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

承認第４号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町

一般会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第４号は承認することに決しま

した。

お諮りいたします。

日程第１３．承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（平成２

７年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 」から日程第１６．）

承認第８号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町介

護保険事業勘定特別会計補正予算 」までは、いずれも平成２７年度各特別）

会計補正予算の専決処分の承認を求めるものであるため、一括して審議した
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いと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第５号から承認第８号までの４

件を一括して審議いたします。

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

承認第５号から承認第８号までを順次、採決いたします。

承認第５号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町

国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第５号は、承認することに決し

ました。

承認第６号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町

公共下水道事業特別会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第６号は、承認することに決し

ました。

承認第７号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町

農業集落排水事業特別会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第７号は、承認することに決し

ました。

承認第８号「専決処分の承認を求めることについて（平成２７年度三種町

介護保険事業勘定特別会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）
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ご異議ないものと認めます。よって、承認第８号は、承認することに決し

ました。

日程第１７．承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（平成２

８年度三種町水道事業会計補正予算 」を審議いたします。）

本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（平成２８年度三種町

水道事業会計補正予算 」を採決いたします。）

本件を承認することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、承認第９号は、承認することに決し

ました。

日程第１８．議案第７７号「三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第７７号「三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について」を採決いたします。

本件を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第７７号は、原案のとおり可決

されました。

日程第１９．議案第７８号「三種町児童の保育園における保育の奨励に関

する条例の一部改正について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）
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議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第７８号「三種町児童の保育園における保育の奨励に関する条例の一

部改正について」を採決いたします。

本件を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第７８号は、原案のとおり可決

されました。

日程第２０．議案第７９号「三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営

に関する条例の一部改正について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

ゆめろんの改修に伴いまして新しくできた施設の利用料の上限を定める条

例でございますが、きょうの新聞によりますと 「クアオルトの浴室の使い、

方や水中運動のノウハウを学ぶ講習を開催、２０人が受講した。講習を受け

た人は入館料のみで自由に利用できるようになる 」というふうになってお。

りますが、つまり講習を受けなければこのプールには入れないということに

なるんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

現在、まだゆめろんは完全オープンとなってございません。また、クアオ

ルト浴室につきましては、あらかじめ若干の説明をきちんと受けておかない

と水深といいますか深さが１メーター１０センチあります。危険性もありま

すので、そういう面も考えて当面の間はきちんとした形で、１回だけは講習

を受けてもらおうと、そういう形で今取り組んでいるところでございます。

以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

１点、何メートルあるからちゃんと講習受けないと危ないということだと

思うんですけれども、私はプールでその講習が必要だというのはどうかと思

うわけで、自由に入ってもらって、このプールを利用することによってクア

、 、オルトにも興味を持ってもらうとか そういう考え方もあると思うんですが
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当面の間というのはどの程度を考えていますでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えします。

現在のところ、まだクアオルト推進室のほうでも初めての経験でございま

して、試行錯誤をしながらやっているところでございます。ゆめろんのほう

、 、におかれましても 職員が常時そこに立ち会っているというわけにもいかず

いろんな面で試行錯誤をしながらということをまずご理解いただきたいと思

います。いずれにしましても、ゆめろんが完全オープンされる後、まず一旦

は受けた方々がだんだんふえてくるわけですので、その講習を受けた方がい

れば一般の方でも入れるような方向も考えたいという。それで、やがては誰

でもある程度浸透してくれば、誰でもいつでも使えるような形に考えていき

たいというふうに思います。

以上です （ わかりました」の声あり）。「

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第７９号「三種町八竜健康保養施設の設置及び管理運営に関する条例

の一部改正について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第７９号は、原案のとおり可決

されました。

日程第２１．議案第８０号「三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１１番。

１１番 （ 成田光一 ）

新しい基準ということで、家庭内保育業務基準の緩和ということのようで

すけれども、この中でこれまで保育士が２名でなければならなかったところ

を、１名はそれ同等の知識及び経験を有する者がおれば、町長が認めればそ

れでいいという改定のようでございます。そこら辺どういう基準で、はっき

り言うと町長がそれを判断できるのか、ちょっと詳しくお知らせください。
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議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

私のほうからお答えします。

この新しい基準ですが、要件としましてまずは県の研修を受けた者、それ

からもう１つが１年以上保育の補助業務、１年以上経験した人についてはこ

の新しい基準に合致するということになっております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１１番。

１１番 （ 成田光一 ）

そういった研修の場というのは、じゃあ町のほうでこれから広報とかでお

知らせしながらそういった人を募るということの考えなんでしょうか。

また、１年以上そういった従事した人ということですけれども、その１年

以上従事するという内容、資格がなくても１年以上従事している人が、どう

いう人が対象になっているのかちょっとお知らせ願います。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

まず、研修の関係ですが、これは県のほうの主催で行いますので、県の通

知を待って、それで広報していきたいと、関係のほうへ広報したいと考えて

おります。広報紙も利用しながらです。

それから、１年以上の経験ということなんですが、三種町内では現在こう

いう方はおりません。今後、保育士の補助ということで、こういう新しい制

度になりましたので、来てくださる方がいればその方について１年以上経過

した時点で考えていきたいと思っております。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第８０号「三種町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８０号は、原案のとおり可決
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されました。

日程第２２．議案第８１号「三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第８１号「三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８１号は、原案のとおり可決

されました。

日程第２３．議案第８２号「指定管理者の指定について（三種町八竜高齢

者交流施設 」を審議いたします。）

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

「 （ ）」議案第８２号 指定管理者の指定について 三種町八竜高齢者交流施設

を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８２号は、原案のとおり可決

されました。

日程第２４．議案第８３号「平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会

計への繰入について」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）
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質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

なお、採決については、平成２８年度一般会計補正予算及び当該特別会計

補正予算と関連しますので、保留といたします。

日程第２５．議案第８４号「平成２８年度三種町一般会計予算の補正につ

いて」を審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

１９ページの三種町誕生１０周年記念事業について、これは全員協議会で

も宮田議員から提案がありました。いわゆる記念品について町長は検討する

ということでありましたけれども、私もこのことについてちょっと思ったも

のですから一言町長にお聞きしたいんですけれども、いわゆるこの旧山本町

で町政１０周年記念という灰皿を私持っているんです。それで、これじゃあ

旧山本町時代にこの全戸に配ったのかなと思ったらそうではなくて、いわゆ

る当時納税推進のための記念品というか贈呈したもので、税金を、きのうの

話ではないんですけれども差し押さえられるから早く持っていかなきゃなら

ないということで町役場に税金を持っていったら、寒いところわざわざあり

がとうございますと言って町政１０周年記念と書いたこの灰皿をもらってき

たと言うんです。それは結局、ずっと今になって何でこういうのがあるんだ

ろうということで聞いたらそういうことだったので、全戸ではなくていずれ

そういうふうな１０周年、たまたま１０周年ということでつくったらしいん

ですが。だからそれが非常にずっと後までそういうことが残るということな

ので、全戸ではなくて幾らかでもそういう記念として残るようなものがあれ

ば、ずっと残るのではないかなと。例えばですよ、ふるさと納税とかでもそ

ういうものがあれば、ずっとたってから、例えばお孫さんでも 「どうして、

おじいちゃんおばあちゃんこれがあるんですか」と、そうしたときに例えば

「森岳温泉に行きたくてふるさと納税をした」とか、あるいは「メロンが食

べたい」とか「じゅんさいを食べたくて寄附したらこういうのがもらえた」

とか、たまたまそれが三種町の１０周年であったと。そうすると、じゃあ私

もその、お孫さんの代でも三種町に行ってみようとか、森岳温泉に行ってみ

ようとか、ずっと話が、そのわずかな記念品でもずっと残っていくわけなん

ですよね、形として。だから非常にそういうことのアイデアを出しながら、

この１０周年というものを生かすためにも、そういう何かそういうのがあっ

たほうが。今の時代、灰皿はちょっとなんですけれども、そういうのがぜひ

ともあればいいのではないかなと思うんですけれども、町長その辺どうなん

でしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）
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町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

今、町のほうでは１０周年の記念誌といいますか、これまでの広報で取り

上げられた写真等をひとつ総集編的にまとめたものをつくろうということ

で、当初予算はとっております。この１０年記念に関しましては、いろんな

ご意見がありまして、今議員がおっしゃったように全戸じゃないけれども記

念品という考え方もありますし、それから温泉入浴券を全世帯に配ったらど

うかというご意見もあったように思っております。いろいろこういうのは本

当に節目の年でありますので、何かしらその後々残るような、議員がおっし

ゃるような後々残るものもまた大事かなというふうに今ちょっとお話を聞き

ながら考えたところでございます。たばこの灰皿というわけにはいかないか

もしれませんけれども、いろいろな意味でこの１０周年というのは後々振り

返ることができるような何かできればなと、それはちょっと鋭意検討してま

いりたいというふうに考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

ぜひともそういう、大いにアイデアを、１０周年という節目を生かして大

いにアイデアを出して、それがずっと残るような形で頑張っていただければ

なと思います。特に、例えばこの記念事業というだけに限らず、例えばサン

ドクラフトでも１０周年記念フェアとか何かそういうちょこっとしたコーナ

、 、ーとかそういうのも設けるとか そういうことも考えておられるのかどうか

ついでにちょっとお聞きしたいんですけれども。特別考えて。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

サンドクラフトで、町制１０周年、それからサンドクラフト２０周年目な

んですけれども、いろいろな催し物は考えていますが、記念ブースというの

はまだ考えていないのでこれから検討させてもらいたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

ぜひとも１０周年の節目を生かして、大いに三種町をＰＲしていただきた

いと思います。

それから、あともう１点。

３５ページの、ちょっとこれ私も全協で聞くのを忘れたんですけれども、

畑地化促進排水事業費補助金、これ志戸橋地区というふうに全協で説明され

ていたんですけれども、この場所と畑地化というどういう暗渠なのか明渠な

のか、それとも排水路いろいろあろうかと思うんですけれども、その辺の事
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業内容をちょっと教えていただければと思いますけれども。

議 長 （ 金子芳継 ）

農林課長。

農林課長 （ 眞川信一 ）

お答えします。

場所は、金岡小学校の下といいますか、ちょっとわかりづらいところなん

ですけれども、内容につきましては、水田の排水性を向上させ畑作物の生産

拡大を図るということが目標です。中身的には、水田へのもみ殻暗渠施工を

したものに対して助成するということです。施工も直接施工と委託施工があ

るわけですけれども、この場合は１０アール当たり１万２，６００円の委託

施工型の補助金となっております。県単のまず定額補助ですので、面積が２

０ヘクタールで１反歩当たり１万２，６００円、合計で２５２万の金額にな

っております。

以上が内容です。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

金岡小学校の下というと、ずっと沢、本当に沢におりて行った下のほうで

すか。本当にあの辺は非常にかなり沢というか排水の確かに悪い部分、小学

校の下というとかなり下ったところなんですけれども、その辺を畑地化する

ということなんでしょうか。もみ殻暗渠。

議 長 （ 金子芳継 ）

農林課長。

農林課長 （ 眞川信一 ）

場所に関しまして言いますと、字の名が熊沢になります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

わかりました。これはこれでいいんですけれども、ちょっと関連で、行政

報告で収入減少影響緩和交付金の交付に関する告示があったという報告があ

るんですけれども、この額おおよその、前年度はもう既に拠出金の額あるい

は第１回目の収入減少緩和の交付金が既に入っていたころなんですけれど

も、ことしは農水省からも各農家に全然まだ何の通知も来ていないので、私

どもは農家はもうことしは来ないだろうと諦めていたんですけれども、今回

行政報告で告示があったということなので、その辺ちょっと教えていただき

たいんですけれども。

議 長 （ 金子芳継 ）

農林課長。

農林課長 （ 眞川信一 ）

お答えします。
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５月９日に国のほうから告示がありまして、１俵６０キロ当たり６０５円

の補塡金、これがいわゆるナラシ対策で給付されます。支給される時期なん

ですけれども、６月いっぱいと伺っておりますので、今月中には各農家のほ

うに入るものと解釈しております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

わかりました。それで大分助かるんだと思うんですけれども、それでこの

拠出金の額はまだ、大体でも決定、わかるものなんでしょうか。去年はたし

かこの再生協議会で各農家に既に拠出金の単価書いて配付されているんです

よね。今回はまだわかるのか、わからないのか、その辺教えていただきたい

んですけれども。

議 長 （ 金子芳継 ）

農林課長。

農林課長 （ 眞川信一 ）

議員お尋ねの件は、平成２８年産米の件だと思いますけれども、今現在転

作確認等を行っておりまして、それが終わり次第、６月２３日からですか受

付等をしまして、それを集計した上で算定されるはずですので、現段階では

まだはっきりとしたことは言えません。

議 長 （ 金子芳継 ）

１番。

１番 （ 大澤和雄 ）

これちょっと心配だというのは、要するに去年この総額は先に通知を来た

んですけれども、入金は２回にわたって来たんですよ。それで２回目の分に

ついては、農林課のほうに聞いたら、若干その中から拠出金を取られるので

寄せておいたほうがいいんじゃないですかと。若干というから、２回目に来

た分、その半分くらいかなと、いつも半分は拠出に回るんですけれども。た

またま去年は１回ゼロにして再スタートした形で積立金もみんな返還され

て、積み立てが各農家になくなったわけですよね。それで、私の場合だと例

えば、３５万円２回目に来たんですけれども、農林課のほうに聞いたら、い

や少し残しておいたほうがいいですよって言うんで、ああそうですかと言っ

たら、結局最後に３２万円拠出金取られたんですよね。だから、いやちょっ

とこれ交付金が来たとして安心していると、ちょっと大変なことになるなと

思ったものですから。ことしはどういうふうな形になるのか、去年の積み立

てがそのまま若干残った形になって新たな計算になると思いますけれども、

， 。 、いずれ去年は１０アール５ ４３０円という拠出だったんですよね なので

非常にこの来た分は交付金として来る分はいいんですけれども、拠出の分が

どの額になる、どれぐらいになるのか、農家にとっても非常に心配というか

そういうところもありますので、それいずれこれから加入申請して最後にこ

、 。の拠出金の額が決まると思うんですけれども その辺情報があったら早目に
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恐らくそれをこの再生協議会みたいなほうでこれ、こういうふうな形で確定

すれば配付すると思うんですけれども、それをできるだけわかり次第農家の

ほうに教えていただきたいと思います。２回目の交付金、間違って全部使う

と拠出金がなくなって大変な状況になるということもありますので、その辺

はぜひとも農家のほうにお知らせしていただきたいと、そういうふうに思い

ます。

終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかにありませんか。１６番。

１６番 （ 平賀 真 ）

それでは、私から２点質問させていただきます。

１点目でございます。３１ページ。

保健衛生費の保健センター費で、今回消耗品費で５８万７，０００円計上

されておりますが、恐らく消耗品でございますので健診にかかわるペーパー

とかそういったものかと思いますが、保健センターの運営について少しお伺

いいたしたいと思います。

町長の行政報告の中で、平成２７年度のがん検診の受診率が報告ありまし

た。平成２６年度から比べて、胃がんで１７名、大腸がんで９３名、肺がん

７２名というふうな形で、また子宮がんは４５名全て受診者が減っていると

いう報告がありました。今年度は、早朝健診が６月２７日から開始されるよ

うでございますが、やはりこれだけ顕著な形で受診者が減っているというこ

とは、恐らく担当のほうでも原因を究明して今年度に向けて取り組んでいる

かと思いますが、どのような取り組みでこの保健センターが運営されている

のかお伺いいたします。

議 長 （ 金子芳継 ）

健康推進課長。

健康推進 （ 青山勇人 ）

課長 私のほうからご説明します。

まず、健診の対象者も減っているわけですけれども、そのためにまた受診

者が減っているというふうに見ています。それで、健診率のほうでは余り大

体同じような傾向ですので、人口の減少がまず原因としてはそういうところ

のようです。今後の対策ですけれども、きめ細かく受診されない方には連絡

して受けるようにという形で電話でやったり、そういうことで何とか健診率

を上げたいというふうに考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１６番。

１６番 （ 平賀 真 ）

きのう歌舞伎役者の奥様が乳がんということで、大変深刻な状況だと記者

会見をしておりました。人間ドックで発見されたようでございます。どうか

こういった事例を踏まえながら、どうか担当としてはこの健診、早期発見の
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重要性をいま一度町民にお知らせしながらやっていただければと思います。

行政報告によりますと、子宮がんの受診率は３１％、乳がんは２４．１％と

いうことは、乳がん検診は該当者の４人のうちお一人しか受けていないとい

う実情でございます。特に乳がんの場合は、年齢にもよるでしょうけれども

１０何人に一人もかかるというそういうふうな統計が出ているようでござい

ます。きょうは傍聴の方もいらっしゃいますけれども、どうかそういった方

々も認識を深めていただいて推進員の人と一緒にこういった事業を進めてい

ただければと思います。

それでは、２点目の質問でございます。４７ページでございます。

教育費の中で生涯学習施設管理費の中で、山本地域施設管理（公民館・文

） ， 。 、化館 の中で修繕料という形で７万３ ０００円計上されております 当然

傷みも出てくれば修繕するわけでございますけれども、山本地域の公民館は

現在改築の計画が進められているようにお聞きしております。今回、行政報

告はありませんでしたけれども、現在山本公民館の建築に向けての、もしど

ういった進捗状況といいましょうか、お知らせください。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

私の答弁で不足な部分は、教育次長のほうに答弁させます。

まず、概略を申し上げたいというふうに思います。

さる３月に公民館の建設検討委員会、この委員会のほうから１年間審議さ

れた結果の報告がございました。いろいろ県内の社会福祉施設、そしてまた

県外では岩手県のほうの施設もごらんになりまして、大分たくさんの立派な

施設を見学になったようでございます。そのおおむね２つの案が出されてお

りまして、１つは現在の公民館の場所を解体しながら建てかえするというこ

とと、それからもう第２案は、公民館の奥のほうのもとの保育園のあった場

所でございますが、それと今の除雪関係の機械が入っているあの位置に現在

の公民館はそのまま当面続けて、まず先に建物建ってからその後駐車場とし

。 、て現在の跡地は解体するという２つの案が出されております 町のほうでは

この答申を受けまして、実は議会が終わった来週に検討委員会を開催すると

いうことで今進めておりまして、まずは内部の中で一応たたき台案を出しま

して進めていきたいと思っています。現在、山本支所が入っております農村

環境改善センターは、農水省のほうからの補助金でつくったものでございま

して、合併当初その支所を置く場所がなくて用途外使用でずっと使っており

ます。農水省のほうからも、この用途外使用をずっと続けるのはよくないと

いうことで早期にこの支所を出て、もとのように改善センターを利用できる

ようにしなさいということで指示を受けていますので、町のほうとしまして

は公民館と支所を合わせた合築方式で、これを使いますと有利な補助財源が

使えるということで、琴丘の拠点センターをつくった際と同じようなスタイ

ルで支所と公民館を合築したスタイルでつくりたいと思っています。ただ、
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山本の公民館の場合には、大分ご利用されておりまして旧三町の中の公民館

の中でもとりわけ利用率の高い、利用度の高い公民館というふうに認識して

おります。そういう意味で、従来の公民館ではなかったような、いろいろ防

音装置をつけた音楽ルームだとかそういうサークル活動ができるような施設

だとか、それからいろいろ現在ある施設にプラスしたようなものを考えてい

きたいというふうに思っています。図書施設なんかも、図書ルームもござい

ますけれどもちょっと狭隘なような感じしますので、もう少し広めの図書館

とまではいきませんけれども図書ルームを設けたいというふうに考えていま

すし、そういう意味では単純なる建てかえじゃなくて、少しその山本地域の

駅前と含めて、あの界隈がにぎわうような交流館といいますかそういうもの

を考えているところでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１６番。

１６番 （ 平賀 真 ）

町長の頭の中には、もう大分イメージができているようでございます。１

つお願いでございますけれども、これまでいろんな建物の形といいましょう

か、完成までのいろいろな建物の経緯を見ますと、もう少し議会にも意見を

、 、聞く場といいましょうか 確かに議会としては意見は言えるんですけれども

結局最後の決定というのは工事の予算と、それから工事契約締結を認めるか

どうかになるので、その前にできれば青写真の段階で議会に開示をしながら

意見を求めるといいましょうか、議会当局、議会とそしてまたもちろん検討

委員会の皆様方の意見が一番大事なんですけれども、そういうディスカッシ

ョンの場をもう少し順次設けて、よりいいものを、結局もう設計ができて入

札段階で議会がごうごう言っても、なんかこれは足を引っ張っているような

形にしか見えませんので、どうか両輪ということですので一緒に回って両輪

ですので、町長がグラウンド最初回ってから議会についてこいと言っても追

いつきませんので、どうか今後、全てなんですけれどもどうかできればかつ

てのこういった箱物を立てる場合でも、やはり議会にも視察の条件といいま

しょうか、そういう場を与えて同じような目線で物を見るような、青写真だ

けを見てこれでどうだと言うんじゃなくて、そういうことも今後検討してい

ただければと思います。

、 。以上 まずこの検討委員会の方々のそれぞれ必要な意見があると思います

先ほど、自主サークルといいましょうか、公民館で講座を設けてそれが自主

的に運営するような形をとっているので、特に婦人会の皆様を中心とした活

動もかなり大きいものがあると思いますので、そういった形でより利用しや

すい、いろんな声を聞きながらよりいいものを恒久的なものをつくっていた

だくようにお願いしたいと思います。

以上で終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに。ちょっと待って、最初３番、安藤さん。
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３番 （ 安藤賢藏 ）

４９ページ。教育費、Ｂ＆Ｇプール塗装工事２，５００万何がし。それに

設計料もまた１１０万だったんだ。全協のときも私、町長さお話してお願い

した経緯があったと思う。このことについては、ペンキを塗るのに１，００

０何百万もかかると、しかも骨だけだと。これは民間の感覚からいけば、異

常に高い数字だというふうにご指摘したんですけれども、ペンキを塗るのに

なぜ設計料１１０万もかかるんですか。そこがわかりづらい。何年に１回の

ことだけれども、それから青春館も６５０万、ガルバリウムもトタンを張り

かえたほうが安いぐらいなんですよ。こういうお金の見積もりが業者から出

、 、 。て 担当課で精査の上で予算計上したわけだけれども 非常にわかりづらい

金額が高過ぎる。もうちょっとまけさせなさいよ。これね、まずこれについ

て、高いという。

議 長 （ 金子芳継 ）

教育次長。

教育次長 （ 畠山広栄 ）

お答えいたします。

Ｂ＆Ｇプールについては、平成４年に建てられたもので、鉄骨については

非常に腐食が進んでおります。工程の内容なんですが、３種ケレン、という

のは３回さび取りを行います。普通の家庭の屋根だと１種ケレンと言って１

回だけさび取りを行うんで、その鉄骨の場合は３種ケレンと言って３回行い

ます。それから、さびどめ塗装、それからフッ素樹脂塗装を２回行います。

足場も周りの足場をぐるっと組んで、中に吊り足場ということになりますの

で経費がかかるということであります。それから、設計についてですが、設

計は実施設計と監理入っていますので、監理については設計屋さんから全て

しっかり塗装工事をやっているか検査してもらうということで、いろんなこ

とでこのような額になっております。

以上でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

３番。

３番 （ 安藤賢藏 ）

高い理由が、３回塗ろうが５回塗ろうが同じ足場使うんですよ。それは私

のうちの倉庫だったって、小屋だったって２回は塗りますよ。その前にさび

落としと言ってなんかこう金属の何かがブラシで取ったり、そういうのはや

ります。鉄骨だからその足場が必要だけれども、設計監理はこれ何日間ぐら

いのその仕事の時間というのですか、何カ月ぐらいの期間が、完成までの期

間がどのぐらいかかるものですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

教育次長。

教育次長 （ 畠山広栄 ）

まだ実施設計を行っておりませんので、期間についてわからないですが、
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恐らく最低でも２カ月ぐらいはかかると思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

３番。

３番 （ 安藤賢藏 ）

能代山本にはこういう塗装をやるとすれば、何社もおらないわけです。し

かもこういう塗装については、橋げたの下とかそういう特殊な工事実績のあ

るところじゃないと施工できないというふうに思います。多くの業者を入札

に参加させて、ぜひとも安い金額で取ってもらえるように、安全上のことも

ありますから余りお金のことはこれ以上申し上げませんが、何とかそういう

ふうな方向でお考えくださればありがたいと思います。

以上、終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

ページ、３７ページのゆめろんの消耗品費と施設備品の備品購入費につい

て、ちょっとお知らせください。

その前に、まずオープン前に、きのうオープンしたんですけれども、我々

議員に見せてもらいました。風呂のほうとかいろいろ見て回ってきました。

それで、きのうオープンした結果、まだまだ今工事の途中ですけれども、何

かトラブルとかそういうのありましたでしょうか。お知らせください。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

消耗品と備品の一覧は、既に議員の皆さんに示したとおりでございます。

決める段階でも、増改築以外のものは対象とはしておりません。増改築にか

かわるところの備品消耗品ということでございます。過度な思いやり予算と

ならないよう、ゆめろんと何回も協議した結果でございます。他の町の公共

施設と同じように増改築した部分についての消耗品と備品の整備でございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、きのうオープンしたんですけれども、それにかかわるトラブル

というのは特に。いろんな要望とかというのは出ているようでございます。

シャワーの位置が高いとか、鏡の位置が高いとか、いろいろありますけれど

も、そういう手直しができるものについてはこの後また業者と相談しながら

対応したいというふうに考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

それこそ、さざなみ苑のほうから入る人と、ゆめろんの玄関から入る人が

いるから、何かこう間違ったり、大広間に行ったりとか、休むとかなんかそ



- -99

ういうのはあったように聞いておりますけれども、まだ今はオープンしたば

っかりですので、まず慣れればまだいいと思いますけれども、まず新しいう

ちに入りたいという住民がいっぱいいると思います。

それで、その我々が見学に行ったときにこの平面図をもらいました。これ

についてちょっと質問したいんですけれども、よろしいですか。

こういうゆめろんの工事に伴う備品消耗品整備についてのこの用紙もらっ

ていますけれども、多目的ホールというまだ我々は見ていませんけれども、

会議用のテーブルと交流会用のテーブルと書いております。全員協議会のと

き、課長が説明したときは、そのときはテーブルと言いまして４６５万、３

２２万と説明しておりました。そのテーブルは会議用と交流会用のテーブル

は違うものなんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

全協で説明したとおりですけれども、それこそ研修とかそういうテーブル

を使って学校のように座って使うテーブル、椅子、そのほかに交流会用とい

うのは、やはり宴会とかそういう丸いテーブルを指しております。その２種

類ということでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

椅子２４０人分、それこそ今私も足痛いんですけれども、足とか膝とか弱

い方がかなりおります。今後、使用することは大変よいことだと思います。

椅子があるということは、期待しております。

それから、リフレッシュルームとあります。このリフレッシュルームには

１、２、３と３つありますけれども、これはカラオケルームと理解してよろ

しいですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

この事業は、県のほうの未来づくり協働プログラムの協働事業となってお

ります。健康のため、クアオルトの拠点施設のためということで整備してお

ります。２階のゆめろんのメロンホールのところの改修は、リフレッシュル

ームという名前で、もちろんカラオケもできますし、そのほかのいろんな音

を聞いて心を休めるというか、精神を休めるというか、そういう精神面の健

康のためにも使えるということで名前がリフレッシュルームということにな

っております。カラオケももちろんできます。

議 長 （ 金子芳継 ）
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１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

それこそ、今言いましたけれども１、２、３とありますので、これ大体収

容人数とかわかる、面積で、もちろん私はメロンホールの大きさはわかりま

すけれども、大体でよろしいです。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

ちょっと今図面持っていなくて、それこそ大体で申しわけありませんが、

大きいのは２０人ぐらい入れるところになっております。小さいほう２つあ

りますが、一番小さいところは５、６人、もうちょっと大きいところがそれ

よりもちょっと大きく入れるというような部屋が３つになります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

わかりました。それこそ、先ほど多目的ホールのところでもう１回聞き忘

れましたけれども、課長これ持っています。この左側の扉あるところのここ

に、ちょっと字細かくて見えませんけれども、ステージ、ステージとかって

あります。それは、ここみんなステージ、このところは何を意味します。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

そこは、簡単に言うと物置です。ステージは移動式で、それこそ持ち運び

できる、移動できるステージでございます。あとはそこにテーブル、椅子と

か入るようになっております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１３番。

１３番 （ 後藤栄美子 ）

、 。風呂はきのうオープンしましたけれども 今後それこそ期待しております

終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

ページで言いますと９ページと２９ページ。歳入歳出であります。

２９ページか。地域子供の未来応援交付金事業という非常にいい名前の事

、 ， 、業が２２５万円の補助を受けて 一般財源から１４５万１ ０００円ですか

行うようですが、委託料の子供貧困対策整備計画業務ですか、これは具体的

に何をどうするということなんでしょう。



- -101

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

お答えします。

この計画につきましては、貧困の状況にある子供、子育て家庭の最初実態

調査です。実態調査と支援ニーズの把握ということになります。それを受け

まして、今後必要となるであろう支援の方策、方法をどのようにしていった

らいいかというのを整備計画に盛り込むということなんですが、そのニーズ

調査につきましては今のところ子育て世帯５００世帯へのアンケート、ある

いは学校などへのヒアリングを通してニーズ把握をしていきたいと考えてお

ります。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

地域子供の未来応援交付金、これ何で子供の貧困対策というネーミングに

なっているの。子供の貧困って誰もいないはずですよ。やっぱりなかなか収

入が少なくて生活が大変だということで、高等教育あるいは大学が受けられ

ないという子供を指しているのではないですか。貧困の子供っておるんです

か。この言葉は余り気にかかるんですけれども、課長どう思いますか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

お答えします。

国のほうで子供の貧困、貧困率というのが国民生活基礎調査に基づき発表

されております。それによりますと、全体ですが平成２４年の子供貧困率と

いう１７歳以下の子供の割合と言っていますが、１６．３％と発表されてお

ります。これは、その家庭の所得、中央の値と言っていますが一番多い所得

の値のところのおおよそ５０％以下の所得の世帯にいる１７歳未満の子供の

割合というふうな捉え方しているようです。国のほうでは。以上です。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

町長は、この子供貧困という言葉はどういうふうに感じています。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

最近、この子供の貧困という言葉が頻繁に新聞等で出てきます。私も何て

いうんですか、子供の貧困の一番のやっぱり由来するところはシングルのひ

とり親家庭だとかそういう、それから保護者の方の職業が非正規とかそうい

う意味で非常に何ていいますか、所得が低いということでどうしてもいろい
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ろ子供さん方のいろんな、最近のいろんな子供さん方というのは部活動だと

かいろんな支出が多いんですよね。そういう意味で、十分にそういう経費が

支出できないというご家庭がふえているような感じがします。特に本町の場

合でも、ひとり親家庭の世帯というのは１００人以上、要するに１０分の１

ぐらいは、１割ぐらいはひとり親家庭だというふうに言われていますので、

本町においてもこの問題というのは大変深刻な問題だろうと受けとめており

ます。ただ、どのようにしてこの今回のこの調査をするかというのは、これ

はまた今後の検討課題でしょうし、要はその出てきたものをどういうふうに

して町がその対策をとっていくかという、施策の部分が一番大事だろうとい

うふうに思っています。これまでも本町は福祉医療費を今回１８歳まで拡大

、 、 。しましたし それから給食費も半額免除 ３子以降は全額免除としています

保育料も第２子以降は免除というような形でいろいろやっていますけれど

も、まだまだ私は十分ではないというふうに考えています。できれば、２年

ほど前に奨学金の制度も変えました。もっと支給しやすいように変えました

けれども、やはり今給付型の奨学金、やっぱりその格差というのはその学歴

といいますか、そういうものが将来もずっとこの貧困の連鎖という形で続く

ような感じがしていますので、子供さん方が好きな学校に行けるような形を

ぜひともとってあげたいと。それは、２年ほど前にフィンランドの行政視察

した関係で、大学院まで向こうは無料でございました。大変うらやましいと

いうふうに思いましたので、そこまではいきませんけれども、国としてもそ

ういう制度をつくってもらいたいし、町としても子供さんを大事にするよう

な制度仕組みをつくっていきたいというふうに考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

町長の言うこともわかりますが、やっぱり私は結論から言って、子供の貧

困ということはやっぱり禁句ですよ。これ家庭救済とか、あるいは世帯の救

済というような言葉はこれいいかどうかわかりませんけれども、その子供を

、 。行く行くうちは貧乏で貧困 こういうのも必ずわかってくると思うんですよ

、 。だからネーミングにしてもいいじゃないこれ 補助金のネーミングはすごく

地域子供の未来応援交付金、これをストレートに出していけば。何と貧困の

この家庭何件、子供何人いるのかを調査するって３５０万、これはもうちょ

っと考えてよ。ネーミングを変える必要あると思う。三種町では貧困の言葉

というのはやめたほうがいいんじゃないですか。町長、もう１回。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

多分ですね、担当課長が答弁すべきことだと思うんで。これは国のほうか

ら対策、この計画をつくりなさいと多分来ているんだと思います。これ秋田

県は県内ではたしかまだつくっていないところがたくさんありましたけれど
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も。そういう意味で、まずこの計画をつくりなさいということで今回国のほ

うから２２５万円というような補助金が来ていると思います。まず、そこに

目が行ったということも私は一歩前進だというふうに思っています。議員お

っしゃるように、もっと明るい言葉を使ったほうがいいんじゃないかという

ご意見もございますけれども、今回の議案の中にはこういう形で子供の貧困

という言葉を使いましたが、趣旨はそういう子供さん方の明るい未来をつく

りたいということが一番趣旨でございますので、今回はご容赦願いたいとい

うふうに思っています。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

そうすれば、具体的にどういうふうにして調査をしていくのかと、あるい

はそのボーダーラインはどこに置くのかという具体的なことはまだ全く決ま

っていないわけですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

まず、先ほど言いました件ですが、平成２６年１月に国のほうで子供の貧

困対策の推進に関する法律、これが施行されました。これを受けまして、対

策に関する大綱も策定され、それを受けて県のほうでは今年度秋田県子供の

貧困対策推進計画、まだ仮称となっておりますが、この計画を策定すること

となっております。これを受けて町のほうでの策定と今回なっております。

それで具体的なところは、この後、子ども・子育て支援推進協議会、そち

らのほうの委員の方々からもアンケートの結果を受けてもんでいただくとい

うことで計画をつくっていきたいと考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

２番。

２番 （ 宮田幹保 ）

終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

３７ページ。先ほど後藤議員が質問した内容とかぶる部分もありますが、

ご容赦願いたいと思います。

初めに、全員協議会で示された消耗品、それから施設整備の補正というこ

とで私の質問で明細を出していただきました。余りにも額が大きく驚いてい

るところではございますけれども、ちょっと確認の意味で、今回のゆめろん

の改修目的は何だったのかお答え願います。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。
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企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 お答えいたします。

これは、県との協働事業でございまして３年間にわたり県と協議を重ねて

まいりまして、ようやく県の交付金がついたという事業でございまして、町

民の健康増進を図ることを第一義に考えての計画でございます。それで４年

間、この後まだ４年間の事業計画でございまして、その中で町民の健康増進

、 。を図っていくという 県との協働事業でやっていくということでございます

ご理解いただきたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 ゆめろんの改修については、平成２５年の８月からいろいろ全協とかで説

明しておりますとおり、浴室及びその周辺の老朽化が著しく配管サッシ周り

から漏水が確認されたと、それから改修するには配管のピッチなどが狭いの

で厨房の天井スペースを壊さないといけないという、そのため長期間休まな

ければいけないという、そうやっても改修だけでいくと完全に改善されるこ

とは考えにくいということで、将来の運営と財政面を考慮して浴室エリアを

１階に建設するということで、今回、今企画課長が話した有利な財源という

ことで未来づくり協働プログラムを活用して改修したものでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

企画課のほうからは、町民の健康増進のためということで、町にもクアオ

ルト事業ということでいろいろと展開しているわけでございますけれども、

商工観光課からすれば施設の老朽化、この機会に改装ということであると思

います。私この明細、備品一覧を見て、やや疑問に思うところをこれから一

つ一つ質問させていただきたいというふうに思います。

１つ目に、浴槽設置、ファインバブル発生装置一式という装置が新たに出

てきたわけですが、きのう、おとといあたりの新聞でハタハタ館で設置した

という記事は見ましたけれども、それにまねした、付随したものかどうかち

ょっと私見ていないのでわかりませんが、なぜこれが今出てきたのか。必要

目的は何だったのか、お知らせ願います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

今、議員のおっしゃったとおりハタハタ館のほうで新聞報道がされている

とおり初めて設置されたということで、三種のゆめろんのほうも健康の増進

というその一環のもとに、こういう装置が非常に有効だということで、まだ

県内では余り多くないので試験的に露天風呂のほうに設置しようとしている
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ところでございます。九州とか南のほうでは、既にこういう装置がもう設置

されて効果が確認されておりますので、健康増進の一環でつけるということ

でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

浴槽の中に炭酸泉のための装置もつけて、それも血行よくするためと言っ

て、これもまた血行をよくして健康増進のためという。同じ目的のための機

材を２つもいらないんじゃないですかね。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 装置的には、炭酸泉と普通の空気中の酸素を風呂の浴室の中に入れるとい

う、装置的には違うものでございます。当然、議員のおっしゃるとおりどち

。 、らも健康のためでございます それでも健康のために整備した事業ですので

導入ということにしました。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

今、課長の答弁の中で試験的にという言葉がありましたけれども、これは

試験なんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 県内では、それこそハタハタ館が初めて、それから県のほうの施設のユフ

ォーレというところも入れてあるという話を聞いております。非常にまだ数

少ないので、試験的にというふうに考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

試験的にやるという。ほかがやるからうちもやるという、そういう解せな

いちょっと答弁でなかなか納得いかないところがございます。これについて

は終わります。

次に、コインランドリー、洗濯機、乾燥機、３セット。施設の中の案内い

ただいて、中を見せさせていただきましたけれども、既にランドリー室の中

に乾燥機、洗濯機入っていましたけれども、あれは何なんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。
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今、入っているコインランドリー室の洗濯機とか乾燥機については、ごら

んのとおり中古品とか、今までゆめろんで使っていました洗濯機を中に入れ

ております。これは既に予約がありまして、学生方の泊まりなどもあります

ので、緊急に必要なので前に使っていたその古い洗濯機とか乾燥機を持って

きて、今急場をしのいでいるということでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

それとこれ新しい機械を購入した後は、これは廃棄ということでよろしい

ですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

これは、株式会社ゆめろんのほうで従業員からの払い下げとか、ほかの中

古品を買ってそろえたものでございますので、ゆめろんのほうで業務用にタ

オルとかそういうものを洗うために使うということで、廃棄はしません。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

わかりました。

それから、多目的ホール、会議用、交流会用テーブル、椅子２４０脚分で

す。クアオルトの事業の中で当然会議もありますし、いろいろと利用される

とは思いますけれども、２４０人集まる会議、それから会食、宴会ですね、

ありますか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

今まで、ゆめろんは２４０人入るようなスペースがございませんでしたの

で、そういう会議はやったことはありませんが、これから確かな２階の多目

、 、的ホールは 前のお風呂を改修してやった関係で柱など残るんですけれども

最大２４０人入るということで、２４０人規模の研修、２４０人規模の宴会

なども受けることができるので、これから営業などを通してやっていきたい

というふうに考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

全員協議会の中でもいろいろと説明受けていますけれども、宴会場になる

とは私聞いていなかった記憶がございます。ほかの議員さんもどういうふう
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に受けとめたかわかりませんけれども。はなから宴会場にするという目的で

こういう整備をするわけですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

多目的ホールでございますので、それからパントリーなども設ける、それ

からそのためのエレベーターもつけるということで説明してきたつもりでご

ざいます。多目的なので、もちろん研修会とか軽運動もやりますが、そうい

う宴会などもやるということでご理解をお願いします。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

多目的ですので、何にでも使えるようにやるということで了解しました。

、 ， 、消耗品 合わせて４６０万８ ０００何がしという備品ありますけれども

物品名見ると食器関係。これは２４０人分の食器関係ということで了解して

よろしいですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 はい、そのとおりでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

こういう食器関係というのは、調理師がどういうふうな料理をつくるかに

よって、この器というものが全て変わっていきます。これは、今既存でいる

ゆめろんの調理師が選定して選ぶものでありますか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 この消耗品関係、備品関係についても、ゆめろんからの要望なども取り入

れながら審査し、精査して決めたものでございますので、その消耗品の皿関

係についてもゆめろんからそういう資料が上がってきておりますので、それ

を精査して乗せたところでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

私は、この調理器具の食器関係は私調理に携わる仕事をしたことあります

ので言いますけれども、調理師の裁量によってその器が決定される、料理の

内容も決定されるということで、これは営業努力の中で買うべきものだと私
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は解釈しております。決して役場の公金を使って買うべきものではないと解

釈するんですが、その点課長はどういうふうにお考えしますか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

指定管理の協定の中でも修繕関係であれば５０万円以上、その他備品関係

であれば町が整備するということになっております。この金額的にも何百万

、 、という数字でございますので これを営業努力というふうに言われましても

株式会社ゆめろんのほうでは今回の資料で出しているとおりの決算内容でご

ざいますので、これで営業努力ということになりますと資本金を崩すかそう

いう方法しかないのではないかなというふうに考えております。町の施設で

こういうことをやってくださいということなので、町で整備するということ

でございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

ちょっと質問途中で離れてしまいますけれども、申しわけないですけれど

も、このゆめろんの営業状況を知らせる説明する書類の営業報告の中で、畳

の交換していますね。これは、どこから出たお金で直しました。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

今回のゆめろんのほう、改修した部分を見学してもらいましたが、あのと

きは大広間の天井、畳、それから見てはもらえませんでしたが小部屋のほう

の畳の入れかえ、これはゆめろんのほうでやってもらっております。

議 長 （ 金子芳継 ）

８番。

８番 （ 石井秀基 ）

やはり食器関係も今言ったように、畳の取りかえも株式会社ゆめろんのほ

うで支払っているんです、これだって払うべきものだと私は解釈しますけれ

ども。これは、私と課長と、当局のほうの考え方の相違だとは思いますけれ

ども、こういったものは例えば調理人の考え方１つで物が高い物から安い物

まで移行することもできるし、逆のこともあるので、これは調理師の裁量、

ゆめろんの支配人もいるでしょうからその方の裁量によるものとなれば、こ

れはもう株式会社ゆめろんで買うべきものであると私は考えます。

、 、言ったように 大変高い金額がこの工事の後に出てくるわけですけれども

やっぱりこれは税金、三種町の町民の皆さんが利用しているゆめろんと言わ

れればいたし方ないという感じはしますけれども、でも現実一般論からいけ
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ば、これは余りにも高すぎるもの、不用なもの、いろいろと含まれています

のでもう一度お考え直すことをお願いして質問を終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに、１０番。

１０番 （ 小澤高道 ）

２７ページです。児童福祉総務費の負担金補助及び交付金の中の２００万

ですけれども、保育所業務効率化推進事業費補助金、この中身を教えてくだ

さい。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

お答えします。

これは、保育所における業務の効率化の推進事業の一環として補助するも

のです。それで、１施設につき限度額１００万円になっておりますので、こ

、 、 。れを鵜川 浜口保育園 ２施設ということで２００万円を計上しております

議 長 （ 金子芳継 ）

１０番。

１０番 （ 小澤高道 ）

これは、八竜の民間のということでよろしいんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

そのとおりでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１０番。

１０番 （ 小澤高道 ）

それこそ、おとといの保育所、公立の保育所ですけれども、残業代を払っ

て対応しているということで、公立のほうをもう少し重点的に考えて保育所

運営をこの後考えてもらいたいというふうに思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

答弁いいですか。じゃあ７番。

７番 （ 高橋 満 ）

３７ページ、お聞きしたいと思います。

１９節の三種町商工会地域振興券の発行事業でございますけれども、内容

についてまずお伺いいたします。それから、発行時期、期間等もお教え願い

たいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。
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三種町商工会地域振興商品券の発行関係でございます。今回は、額は１億

円、プレミアム分は１０％、時期は８月の１日に発行して１月３１日までと

いう予定で今回予算計画しております。

議 長 （ 金子芳継 ）

７番。

７番 （ 高橋 満 ）

それでお伺いします。この補正に乗せたというその内容ですか、経緯とい

いますか、この事業がだめなわけではなくて非常にいい事業なんですけれど

も、６月の補正で発行が８月１日だとすれば、いわゆる当初予算でも当然計

上してもよかったのではないか。なぜかと言うと、４月から７月まで利用で

きない方がいる。ですから、なぜ当初でなくて補正になったのかその理由を

ちょっと教えてもらいたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

以前、平成２６年の３月の産業建設常任委員会の中で付帯意見として安易

、 、にやるのはだめだというお話がありましたので 今回は昨年度国の地域創生

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業を使った関係で、全ての事

業について検証しなさいという。検証して次の事業を組みなさいとそういう

お話が、そういう条件になりましたので、今回の商工会のほうで昨年度終わ

った段階で３月の時点でいろいろ事業の検証をしております。この中身でい

きますと、ふだんの買い物以外のものを購入した金額が８，７００万、それ

に現金を追加した金額が１億１，５００万、それを合わせた金額が３億９，

６００万ということがわかったという。効果としては、購買力の町外流出を

防いだ、それから町内の商品が喚起されたという。企業のほうでも購買促進

活動が行われた、消費者にとってはお得感が大きく生活支援につながったと

か、そういうふうに経済効果が出たことが確認されました。商工会の役員会

等の会議でも、ぜひ今年度もやろうという話になりました。現在、県内では

わかる範囲ですけれども、八峰町５，０００万の２０％、藤里町５，０００

万の２０％、潟上市１億円の１０％というふうに今やろうとしているところ

でございます。また、国のほうでも全協のほうで話したとおり、この秋に補

正でプレミアム商品券の発行などを検討しているようでございます。という

ことでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

７番。

７番 （ 高橋 満 ）

この商品券の発行については、地域の活性化のためには必要だというふう

には考えておりますけれども、例えばいろいろな今用途、利用形態等々で非

常に効果があるということだとすれば、これは当然検証するのはもっと早く



- -111

していただいて、やっぱり当初予算に組むべきと私は思うんですけれども、

その点についてどういうお考えなのかお答え願いたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 先ほど話しましたとおり、やはり前年度の事業をしっかり検証した上で今

年度の事業を要求した関係で、この６月補正となりました。

議 長 （ 金子芳継 ）

７番。７番さん、マイクちょっと使ってもらえますか。

７番 （ 高橋 満 ）

遠いですか、済みません。

もし、これからも引き続きやるような要望があるとしたら、できるだけ検

証を早目にしていただいて、当初予算にやっぱり計上していただいて４月か

らでも使えるように、やっぱりそれが利用する方々にとってはよりメリット

があるというふうに感じますので、その点に変えようとする考えはあるのか

どうかお教え願いたいと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 費用対効果なども考えて、その方向でいきますけれども、方向でいきたい

と思いますが、やはり印刷からそれから準備などがございますので、４月１

日からとなると繰越明許とかそういうふうになりますので、まずそれはちょ

っと不可能かなと思っております。まずその方向で考えていきたいと思いま

す。

議 長 （ 金子芳継 ）

７番。

７番 （ 高橋 満 ）

できるだけ使える、使用できる期間をやっぱり長くして、より町民の方々

が利用しやすいようにしていくことが地域の活性化につながるのかなという

ふうに思いますので、早目に精査をして当初予算に盛り込むようにお願いを

申し上げて質問を終わります。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに質疑ありませんか。１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

３７ページの商工費の中で、この間改修が終わったばかりのゆうぱるの施

設改修工事費６００万弱また上がっていますけれども、この中身について教

えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）
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交流課長 お答えします。

今回の改修関係については、前に改修しました宿泊棟関係はと違いまして

機械室の関係で、真空温水ヒーター、ボイラーですけれどもこれが４８６万

円、それからろ過機材の取りかえ、これもヒーター等ついているものですけ

れども、これが１０７万５，０００円かかるということで、この改修でござ

います。これは平成９年にオープンしてからまだ取りかえていない部分のボ

イラーでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

これ、じゃあ前回の改修ではできなかった部分の新たにやった部分という

ことでいいんですね。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 はい、そのとおりで前回は機械室関係はやっておりませんので、全く違う

ところでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

わかりました。それから、先ほどからたびたび出ていますけれども、ゆめ

ろんの備品関係なんですが、会議用のテーブルと椅子と２４０人分で７９０

万ぐらいのお金を今計上されていますけれども、これどうですか町民の感覚

で言うと少し高すぎるんじゃないかなというふうなイメージがあるんですけ

れども、これ適正ですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

もちろん適正と判断しております。カタログから割り引いた金額で計上し

ております。備品関係について、消耗品関係については先ほども話したとお

り何回も協議して、どんどん削って最終的にこのぐらいは仕方ないだろうと

いうか、町が整備しなくてはいけないというふうに考えて計上したものでご

ざいます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

ちなみに、椅子１脚幾らかちょっと教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。
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商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 椅子は１万２，３００円、税抜きでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

１万２，３００円、パイプ椅子たしか１，０００円ぐらいですよね。余り

にもちょっと高いんじゃないかなという思いがあるんですが、これ２４０人

分全部必要なんでしょうか、今すぐ。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

、 。交流課長 当然 テーブルも２４０人分整備しますので椅子も同じく必要となります

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

年間２４０人集まる会議、先ほど石井議員も話していましたけれども、何

回ぐらいあると思ってこれ購入されるわけですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 それについては、今まではそういうスペースがなかったので実績はないん

ですけれども、これから営業ということになります。まず、レンタルで借り

ているサンドクラフトなどで使う椅子関係も、もし壊すと１万円以上の賠償

金が取られますので、１万２，３００円というのは妥当というふうに考えて

おります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

必要だから買うんでしょうけれども、じゃあちょっと関連したことで、今

回ゆめろん当初営業しながら改修を行うということで、その工事を行うに当

たりまして営業したままやるので難易度がすごいあるんだと、それで難易度

が難易度がということで何回も頓挫したわけですね。今回、休業されてやっ

たわけですから当然難易度というものも下がってくると思うんですが、最終

的に工事終わった段階で出てくるんでしょうけれども、工事金額の減額とい

うことで出てくると思うんですが、その分幾らぐらい出てくる感じになるん

でしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。
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町長の行政報告にもありましたとおり、さざなみ苑の風呂の改修の時点で

予想以上の騒音、粉じんがありまして、結構ゆめろんのほうの大広間のほう

にもごみが落ちるという状態になりました。そういうことがあるので、それ

から工期のこともあるので、営業しながら浴室エリアを使用するとすれば、

浴室内で使用できない風呂も発生するという、それから今のような騒音とか

粉じんのこともあるという、営業しながらやるのは非常に困難だということ

で話し合いにより、協議により最善の方法として２１日間臨時休業すること

にしました。臨時休業期間は、できる限り少ない日数に抑えた結果でありま

す。そういうことで、まず営業しながらというのは実際不可能ということで

臨時休業に入ったわけでございます。これにかかわって、工事費が安くなる

のではないかということはないと考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

何かおかしくないですか。営業したまま工事をするということで、その部

分の難易度が当初の設計価格には組み込まれてなかったって、あれだけ大騒

ぎだったんですよ。ということは、当然今回営業したまま工事する部分の難

易度というものが組み込まれているはずですよね、経費として。それが今回

全然関係ないというのはどういうことなんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

、 。 、今も営業していますが 今も工事中でございます 営業しながらやれない

騒音が出るとかごみが出るとか、そういう部分については休業期間中にやっ

たものでございます。ということで、難易度は変わらないというふうに考え

ております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

それは、当初想定していなかったでしょう。当初は営業しながらみんなや

るって言っていましたよね。それが休業しながらやることになったわけです

から、当初の想定とは多分違うと思うんですね。必ず金額に難易度が下がっ

た部分どこかに必ず出てくるはずなんですけれども、その辺ちょっと教えて

ください、もう１回。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 休業したのは、やはり利用者の、町民の安全とかそういうのを考えて休業

したわけでございます。それでも皆さんが視察、見学してみたとおり、工事
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している部分についてはしっかりごみが出たり、音が余り聞こえなかったり

するような工夫をしておりますし、出入りも２階から入ったりとか、そうい

う面で難易度は変わらないというふうに考えております。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

もう押し問答になりますのであれですけれども、またこの次聞きますけれ

ども、必ず難易度って変わってくると思うんですよね。その辺、後でまた、

この次の機会にしっかりと聞きたいと思います。

それから、２５ページ。

交流施設管理運営費の管理人９４万２，０００円の減。これについてちょ

っと詳しく教えてください。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

お答えします。

この減額につきましては、今回８月からのゆめろんへの指定管理の提案し

ております。その中で、指定管理の委託料、委託の中に組みかえたというこ

とでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１４番。

１４番 （ 堺谷直樹 ）

これからかかるもので、ゆめろんのほうに組みかわった部分という解釈で

よろしいですか。そうじゃなくて。済みません、もう１回ちょっとお願いし

ます。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

現在は、さざなみ苑町直営で管理しておりますが、８月から指定管理とい

う提案しておりますので、８月以降の人件費についての部分を減額して、指

定管理料に含めたと、組みかえたということになります （ もともとあるも。「

のを減じたということですね。わかりました」の声あり）

議 長 （ 金子芳継 ）

いいですか （ いいです」の声あり）ほかにありませんか。１２番。。「

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

２９ページです。

先ほど宮田議員も質問されました、子どもの貧困対策整備計画策定業務に

ついてです。これを策定するに当たって５００世帯へのアンケート、学校へ

のヒアリング等を行って実態調査と今後の方策を示すという、町長はその後

のその計画ができた後の施策が大事であるという。そのとおりなんですけれ
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ども、私はこの委託料３５４万８，０００円について、高いなと。これは、

例えばどういうところに委託するんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

委託先につきましては、これら計画、いろんな計画で経験がある、ノウハ

ウのある業者のほうへお願いしたいと考えています。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

国からのこういう計画をつくりなさいといったときに、大体思い当たる業

者がありまして、全国的に計画がほとんど一緒になるという、難しい横文字

だったり、観念的な言葉だったりが多くて、実際じゃあどうなんだっていう

のがほとんどわからない計画ができてくる場合が多々あると私は思っていま

す。５００世帯のアンケートとか、学校へのヒアリングとか、それは委託先

ではなくて三種町の役場の仕事としてできないものでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

実際にアンケート調査する場合には、調査票のソースとか回収、これは町

のほうでやっていきます。その後の回収後の集計分析ですね、それとそれか

、 、 、らもちろん印刷製本もあるんですが やはり内容の分析 集計の分析のほう

そこら辺含めて、あと全国的な計画になると思いますのでそれぞれの市町村

でそれを受けてといいますか、特徴あるのを見つけながらの計画になると思

うんですが、いずれ全国的なこの国からの指示というか、策定について検討

してつくりなさいということですので、そちらの流れを見ながらやはり先ほ

ど言ったいろんなケース、情報あるところからお願いしたいと思っておりま

す。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

そうするとこの委託料には、印刷製本費も含まれるということになるんで

しょうか。そういうことですか。それで、この計画策定委員謝礼として８万

１，０００円上がっておりますが、これ多分４，５００円で割りますと延べ

１８人分という予算計上だと思うんですが、これはどのような方々にその策

定委員をお願いして、何人で何回という、イコール１８ということになると

思うんですけれども、その計画はどうなんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）
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お答えします。

６人の委員の方の子ども・子育て支援地域協議会というのがあります。６

人の方々で３回見ております。１８回で４，５００円の８万１，０００円。

そしてメンバーのほうですが、山本福祉事務所長、それから民生児童委員の

方々、それから町の人権擁護委員の方、保護司会の方、警察、それから長信

田の森の若者就労支援センター、それから庁内の関係、教育委員会から、そ

れから健康推進課、それから保健センター、それから福祉課も入っての協議

会となります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

６人の割に、今挙げたのはすごい多かったような気がするんですが。それ

で間違いないですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

済みません、先ほど申しましたのは、委員の全員の名前で、中で委員の報

償費を払う方は６人ということです。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

この計画ができた後に、それを実際に、こうでこうでこうだからこうやっ

ていきましょうといったその活動の母体は、子ども・子育て推進協議会とい

うことになるんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

福祉課長。

福祉課長 （ 加藤正美 ）

計画の目的は、先ほど言いましたように貧困の問題を抱える子供たちの状

況をできる限り把握して、早期に把握してその問題が深刻化する前に対策支

援につなげるということを目的としております。具体的な計画後のことなわ

けですが、やはり関係する部署のもちろん連携が必要なわけで、福祉事務所

のケースワーカーとか家庭相談員、それから社会福祉協議会のコミュニティ

ーソーシャルワーカー、それから地域の見守り活動をしている民生児童委員

の方々とも連携して、それぞれのケースに対応して支援していくということ

になるかと思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

わかりました。ぜひ、三種町の実情に即したきちっとした計画ができるこ

とを願っています。
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それでは、次です。３７ページです。

観光費の三種町ＰＲラジオとＮＰＯ法人観光協会への補助金が、３月に繰

越明許されておりました地方創生加速化交付金で実施するので、繰越明許の

ほうで実施するので一般会計から減額するという説明でした。この３月２９

日の昨年度の補正があるわけですけれども、７，５００万ちょっとの事業を

国から７，２００万円ほど受けて実施するという。この中にはいろんな予算

が予算化されているわけですが、この５００万円という、こっちが余ったと

いうことだと思うんですが、何がどう余ったんでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 お答えします。

地方創生加速化交付金により、余ったわけではないんですが、そちらのほ

うで見ることができる事業があります。その部分を減額したものでございま

す。情報センター関係のアルバイト料、それから観光協会関係の車のリース

、 、 。料 ホームページの作成料 それからＰＲラジオの放送事業費でございます

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

いや、こっちで見ることができるというのは、こっちの予算は繰越明許で

変わらないわけですから７，５５０万だと思うんですけれども、それで、そ

れを例えば工事請負費、拠点施設工事請負費３，１００万とかが請負差額で

こうなったからこっちで見ることができるという形でないと納得できないわ

けですが、そこはどうなんでしょう。

議 長 （ 金子芳継 ）

商工観光交流課長。

商工観光 （ 伊藤祐光 ）

交流課長 繰り越し関係には手をつけておりません。これはあくまでも町単独の補助

部分を加速化交付金でやることができるということで減額したものでござい

ます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

課長、後でまたきっちりと教えていただきます。ちょっと理解できないの

で。

続いて、４７ページです。

三種町ミュージカル実行委員会補助金として３８４万円補正されました。

これの特定財源として、コミュニティー助成を２６０万充てるということで

すが、コミュニティー助成というのはこれ宝くじ関係の助成金でしたっけ。

議 長 （ 金子芳継 ）



- -119

教育次長。

教育次長 （ 畠山広栄 ）

お答えいたします。

宝くじ事業であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

そして、きょうの新聞なのですが、北涯生誕１５０周年記念事業というの

が載っておりまして、三種ミュージカル佐々木北涯物語１１月１３日八竜体

育館の入場券をプレゼントというのが出ております。多分、この日にやるこ

とは決まっていて、今回６月の補正に来た理由は、このコミュニティー助成

の補助金が来るか来ないかで６月に上げたんではないか。実際もう動かない

と間に合わないと思うし、脚本から何から、練習から何から間に合わないと

思うんですが、こういうその１０周年にあわせてそのミュージカル実行委員

会の皆さんが頑張っている中で、私は当初でちゃんととって、６月にそれが

決まれば財源更正かけるべきだと、そうじゃないと何か失礼なんじゃないか

という気がするんですが、いかがでしょうか。

議 長 （ 金子芳継 ）

町長。

町 長 （ 三浦正隆 ）

私は前、ミュージカル実行委員長やっていましたのでお答えしたいと思い

ます。

確かに、議員おっしゃるようにそれは一番望ましい姿だろうというふうに

思っています。ただ、現実にはやはりこのミュージカル単独で５６０万円と

いう金額は大変大きな金額でございまして、１団体に５６０万円を出すとい

うのは大変、これは議員の皆様方のご了解を得るのは大変難しいだろうとい

うふうに思っています。これは町の１０周年ということではなくて、３年に

１回の、たまたま今回１０周年に当たったということでございます。これは

私も委員長１０年以上やりましたけれども、毎回毎回この金策では苦労しま

して、半分以上八竜町時代も町のほうからご援助いただきまして、そしてま

、 、た自分たちでもチケットを売り そして広告代と収入とやりましたけれども

やっぱりその文化庁の外郭団体の補助金だとかいろんな補助金を探しながら

やってきたわけでございます。今回は、たまたま県のほうの補助金が頂戴で

きまして、その全体の総事業費が５６０万ですか、その中のうちの自分たち

はどのぐらい出すのかとか、そういう内訳もございまして、その県の補助金

が確定した段階で町のほうでは実行委員会の要望を受けて、今回予算策定し

たというそういうふうな経緯でございますので、どうかこの経緯をご理解願

いたいというふうに思います。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。
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１２番 （ 加藤彦次郎 ）

今定例会に上げざるを得なかったという話はわかったんですが、町長が言

うそのミュージカル実行委員会の事業費は５６０万なんですか。ここに５６

０万というのは、地歌舞伎の祭典もあるわけですが、その辺ちょっと。

議 長 （ 金子芳継 ）

教育次長。

教育次長 （ 畠山広栄 ）

お答えいたします。

ミュージカルには、３８４万円というふうになっております。地歌舞伎の

祭典を合わせて５７０万ということでございます。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

いや、今町長が述べられた県の補助金というのは、これ間違いですね。コ

ミュニティー助成。

議 長 （ 金子芳継 ）

教育次長。

教育次長 （ 畠山広栄 ）

県のほうからは２６０万です。済みません、今回の補正額は５６４万のう

ち、ミュージカルには３８４万というふうになります。

議 長 （ 金子芳継 ）

１２番。

１２番 （ 加藤彦次郎 ）

最初に確認しましたが、２６０万の特定財源については、コミュニティー

助成ということで宝くじから来たお金だと。町長は先ほど県から来たお金だ

と言ったんですが、それは町長の間違いですか、何なんですか。

議 長 （ 金子芳継 ）

企画政策課長。

企画政策 （ 相原信孝 ）

課長 財源についてお答えします。

財源につきましては、宝くじ振興の補助事業でございまして、２６０万円

それは県を通して補助されるものでございます。先ほどの５６０万何がしと

いうのは、多分歳出の補助金総額の部分だと思いますので、そこら辺は財源

内訳のほうは２６０万円ということでご理解いただきたいと思います （ わ。「

かりました、終わります」の声あり）

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかにないですか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。
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これより討論を行います。討論ありませんか。８番。

８番 （ 石井秀基 ）

、 、 、 、先ほど この補正予算については ゆめろん改修工事に伴う備品 消耗品

整備等についてクアオルト事業との整合性、それから不要なものが含まれて

いる。それから、株式会社ゆめろんから要望されれば何でも買うのかという

疑問の点があるので、私は反対いたします。

議 長 （ 金子芳継 ）

ほかに、賛成討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

なお、採決については、関係繰入議案及び特別会計補正予算と関連します

ので、保留といたします。

１時１５分まで休憩します。

午後 ０時１４分 休 憩

午後 １時１４分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

お諮りいたします。

日程第２６．議案第８５号「平成２８年度三種町国民健康保険事業勘定特

別会計予算の補正について」から日程第３０．議案第８９号「平成２８年度

三種町水道事業会計予算の補正について」までの５件は、いずれも平成２８

年度各特別会計等予算の補正に関する件であるため、これを一括して審議し

たいと思います。

これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、一括して審議をすることに決しまし

た。

本案５件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより、討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。
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なお、採決については、繰入議案及び平成２８年度一般会計並びに関係特

別会計補正予算と関連しますので、保留といたします。

、 、 。これより 採決を保留しておりました議案について順次 採決いたします

初めに、議案第８３号「平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会計へ

の繰入について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８３号は、原案のとおり可決

されました。

続きまして、議案第８４号「平成２８年度三種町一般会計予算の補正につ

いて」を採決いたします。

この表決は起立によって行います。

議案第８４号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求め

ます。

（ 賛成者起立 ）

議 長 （ 金子芳継 ）

着席してください。

起立多数です。よって、議案第８４号は、原案のとおり可決されました。

議案第８５号「平成２８年度三種町国民健康保険事業勘定特別会計予算の

補正について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８５号は、原案のとおり可決

されました。

議案第８６号「平成２８年度三種町公共下水道事業特別会計予算の補正に

ついて」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８６号は、原案のとおり可決

されました。

議案第８７号「平成２８年度三種町農業集落排水事業特別会計予算の補正

について」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８７号は、原案のとおり可決

されました。
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議案第８８号「平成２８年度三種町衛生処理事業特別会計予算の補正につ

いて」を採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８８号は、原案のとおり可決

されました。

議案第８９号「平成２８年度三種町水道事業会計予算の補正について」を

採決いたします。

本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第８９号は、原案のとおり可決

されました。

日程第３１．議案第９０号「三種町教育委員会の委員の任命について」を

審議いたします。

本案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

議案第９０号「三種町教育委員会の委員の任命について」を採決いたしま

す。

本件を原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議案第９０号は原案のとおり可決さ

れました。

日程第３２．請願・陳情の常任委員会の審査の結果について、教育民生常

任委員長より報告を求めます。

教育民生常任委員長。

教育民生 （ 宮田幹保 ）

常任委員 委員会審査の報告について。

長 平成２８年６月三種町議会定例会において、本委員会に付託された陳情第

６号及び第７号について審査の結果、次のとおり決定したので、三種町議会

会議規則第７６条の規定により報告いたします。

１．委員会開催年月日 平成２８年６月９日
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２．委員の出席 出席委員 委 員 長 宮 田 幹 保

副委員長 大 澤 和 雄

委 員 児 玉 信 長

〃 鈴 木 一 幸

〃 小 澤 高 道

〃 成 田 光 一

３．審査事件

陳情第６号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合２分の１復

元をはかるための、２０１７年度政府予算に係る意見

書採択の要請について

陳情第７号 「子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担

減額調整措置の廃止を国に求める」意見書提出の陳情

書

４．審査区分

陳情第６号 採択と決定した。

理由

学校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に求められ

る役割は拡大している。こうした状況の中、きめ細かな対応や学

びの質を高めるための教育環境を実現するため、国庫負担に裏づ

けされた定数改善計画が必要であり、義務教育費国庫負担割合を

２分の１に引き上げる必要がある。よって、採択とした。

陳情第７号 採択と決定した。

理由

三種町では平成２８年８月から医療費助成を高校生まで拡大する

こととしている。さらに、若い世代が安心して結婚・子育てでき

る環境整備に努め、子育てにかかる負担軽減するなど少子化対策

に努めている。国においては、医療費助成を国による制度とする

までの間、地方自治体が行う子供の医療費助成にかかわる国民健

康保険の国庫負担軽減額調整措置を廃止するよう求めるものであ

る。よって、採択とした。

以上。

議 長 （ 金子芳継 ）

教育民生常任委員長の報告を終わります。

ただいま報告のあった陳情第６号及び陳情第７号について、一括して質疑

を行います。質疑ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

質疑ないものと認め、質疑を終わります。

委員長、自席へ。
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これより、順次討論及び採決を行います。

初めに、陳情第６号について、委員長報告は採択であります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

陳情第６号を採決いたします。陳情第６号を委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、陳情第６号は委員長報告のとおり採

択といたします。

、 、 。なお 意見書については 請願・陳情文書表の案を参考に提出いたします

次に、陳情第７号について、委員長報告は採択であります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（ なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

討論ないものと認め、討論を終わります。

陳情第７号を採決いたします。陳情第７号を委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、陳情第７号は委員長報告のとおり採

択といたします。

、 、 。なお 意見書については 請願・陳情文書表の案を参考に提出いたします

日程第３３．選任第１号「議会常任委員会委員の選任について」を議題と

いたします。

暫時休憩いたします。

午後 １時２５分 休 憩

午後 １時２６分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

休憩前に引き続き会議を開きます。

各常任委員会委員の定数は６人であり、常任委員会委員は、委員会条例第

６条第４項の規定により、議長が会議に諮って指名することとなっておりま

す。お手元に配付しております名簿のとおり指名したいと思います。

書記に朗読をさせます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）
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名簿を読み上げます。

総務常任委員会

委員 宮田 幹保

石井 秀基

成田 光一

伊藤 千作

平賀 真

金子 芳継

教育民生常任委員会

委員 大澤 和雄

安藤 賢藏

三浦 敦

清水 欣也

鈴木 一幸

後藤栄美子

産業建設常任委員会

委員 工藤 秀明

高橋 満

小澤 高道

加藤彦次郎

堺谷 直樹

児玉 信長

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

お諮りいたします。

ただいま書記が朗読したとおり指名いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、お手元に配付した名簿のとおり選任

することに決しました。

総務・教育民生・産業建設の各常任委員会委員が選任されましたので、委

員会条例第８条の規定により、総務・教育民生・産業建設の各常任委員会を

開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いします。

暫時休憩します。

午後 １時２９分 休 憩
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午後 １時３０分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

会議を再開いたします。

総務・教育民生・産業建設の各常任委員会において、委員長及び副委員長

が選出されましたので、書記から報告をさせます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

報告いたします。

総務常任委員会

委員長 平賀 真

副委員長 伊藤 千作

教育民生常任委員会

委員長 清水 欣也

副委員長 後藤栄美子

産業建設常任委員会

委員長 工藤 秀明

副委員長 高橋 満

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

日程第３４．選任第２号「議会運営委員会委員の選任について」を議題とい

たします。議会運営委員会委員の定数は６人であります。議会運営委員会委

員は、委員会条例第６条第４項の規定により、議長が会議に諮って指名する

ことになっております。お手元に配付しております名簿のとおり指名したい

と思いますので、書記に朗読をさせます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

名簿を読み上げます。

議会運営委員会

委員 宮田 幹保

安藤 賢藏

三浦 敦

高橋 満

小澤 高道

成田 光一

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

お諮りいたします。

ただいま書記が朗読したとおり指名したいと思います。

これにご異議ございませんか。
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（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、お手元に配付した名簿のとおり選任

することに決しました。

議会運営委員会委員が選任されましたので、委員会条例第８条の規定によ

り、議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いいたしま

す。

暫時休憩します。

午後 １時３２分 休 憩

午後 １時３３分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

会議を再開いたします。

議会運営委員会において、委員長及び副委員長が選出されましたので、書

記から報告させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

報告いたします。

議会運営委員会

委員長 宮田 幹保

副委員長 高橋 満

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

日程第３５．選任第３号「議会広報編集特別委員会委員の選任について」

。 。を議題といたします 議会広報編集特別委員会委員の定数は６人であります

議会広報編集特別委員会委員は、委員会条例第６条第４項の規定により、

議長が会議に諮って指名することになっております。お手元に配付しており

ます名簿のとおり指名したいと思います。

書記に朗読させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

名簿を読み上げます。

議会広報編集特別委員会

委員 大澤 和雄

石井 秀基

成田 光一

加藤彦次郎

後藤栄美子

堺谷 直樹

以上であります。
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議 長 （ 金子芳継 ）

お諮りいたします。

ただいま書記が朗読したとおり指名いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、お手元に配付した名簿のとおり選任

することに決しました。

議会広報編集特別委員会委員が選任されましたので、委員会条例第８条の

規定により、議会広報編集特別委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選

をお願いいたします。

暫時休憩します。

午後 １時３５分 休 憩

午後 １時３６分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

会議を再開いたします。

議会広報編集特別委員会において、委員長及び副委員長が選出されました

ので、書記から報告させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

報告いたします。

議会広報編集特別委員会

委員長 大澤 和雄

副委員長 後藤栄美子

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

． 「 」日程第３６ 決議第１号 議会改革特別委員会設置に関する決議について

を議題といたします。

書記に朗読させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

議会改革特別委員会設置に関する決議。

次のとおり議会改革特別委員会を設置するものとする。

１．名称

三種町議会改革特別委員会

２．設置の根拠

地方自治法第１０９条及び三種町議会委員会条例第５条

３．目的

議会改革に関する事項について調査及び研究を行うこと

- -130

４．調査期限

当該特別委員会は、３に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調

査を行うものとする。

５．委員の定数

６名

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

お諮りいたします。

ただいま議題となっております件については、既に説明済みの件であるた

め、説明並びに質疑、討論の一切を省略し、これを議決いたしたいと思いま

す。

これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって 「三種町議会改革特別委員会」を設、

置することに決しました。

暫時休憩します。

午後 １時３８分 休 憩

午後 １時３９分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

会議を再開いたします。

議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第６条第４項の

規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。

お手元に配付しております名簿のとおり指名したいと思います。

書記に朗読させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

議会改革特別委員会

委員 大澤 和雄

宮田 幹保

清水 欣也

工藤 秀明

高橋 満

伊藤 千作

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

お諮りいたします。

ただいま書記が朗読した名簿のとおり指名したいと思います。
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これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって配付した名簿のとおり選任することに

決しました。

議会改革特別委員会委員が選任されましたので、委員会条例第８条の規定

により、議会改革特別委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願い

いたします。

暫時休憩します。

午後 １時４１分 休 憩

午後 １時４２分 再 開

議 長 （ 金子芳継 ）

会議を再開いたします。

議会改革特別委員会において、委員長及び副委員長が選出されましたので

書記に報告させます。

書 記 （ 腰丸 豊 ）

報告いたします。

議会改革特別委員会

委員長 清水 欣也

副委員長 工藤 秀明

以上であります。

議 長 （ 金子芳継 ）

日程第３７．選挙第１号「能代山本広域市町村圏組合議会の議員の選挙に

ついて」を議題といたします。

当組合議会の議員については、組合規約第５条第２項の規定に基づき、組

合市町の議会議長のほかに三種町からは議会議員の中から３名となっており

ます。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推薦にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦で行うことに

決しました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。
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（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議長が指名することに決しました。

能代山本広域市町村圏組合議会議員に、平賀 真君、清水欣也君、工藤秀

明君の３名を指名いたします。

ただいま議長が指名した３名を当選人と定めることにご異議ございません

か。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、ただいま指名いたしました、平賀

真君、清水欣也君、工藤秀明君が能代山本広域市町村圏組合議会議員に当選

されました。

日程第３８．選挙第２号「能代市山本郡養護老人ホーム組合議会の議員の

選挙について」を議題といたします。

当組合議会の議員については、組合規約第５条第２項の規定に基づき、組

合市町の議会議員各１名となっております。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推薦にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦で行うことに

決しました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議長が指名することに決しました。

能代市山本郡養護老人ホーム組合議会議員に、鈴木一幸君を指名いたしま

す。

ただいま議長が指名した者を当選人と定めることにご異議ございません

か。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よってただいま指名いたしました 鈴木一幸

君が能代市山本郡養護老人ホーム組合議会議員に当選されました。

日程第３９．発議第２号「議員派遣の件について」を議題といたします。

、 、ただ今議題となっております件については 既に説明済みの件であるため

説明並びに質疑、討論の一切を省略し、これを議決したいと思います。
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これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、発議第２号は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。

日程第４０及び日程第４１については、いずれも議会運営委員会及び議会

広報編集特別委員会の閉会中の継続調査の件であるため、一括して審議した

いと思います。これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

。 、 。ご異議ないものと認めます よって 一括して審議することに決しました

議会運営委員会は、次の議会の会議日程等の議会運営に関する事項につい

て、また、議会広報編集特別委員会は、広報発行に向け閉会中でも活動でき

ることに決したいと思います。これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

議 長 （ 金子芳継 ）

ご異議ないものと認めます。よって、議会運営委員会並びに議会広報編集

特別委員会は、閉会中でも活動できることに決しました。

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

本日の会議を閉じます。

これをもって、平成２８年６月三種町議会定例会を閉会いたします。御苦

労さまでした。

午後 １時４７分 閉 会
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上記会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためにここに署名する。

三種町議会議長

三種町議会議員

三種町議会議員


